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公益社団法人四街道市シルバー人材センター 

四街道市介護予防・日常生活支援総合事業運営規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、公益社団法人四街道市シルバー人材センター（以下「センター」と 

いう。）が行う四街道市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスＡ（以下「訪問 

型サービスＡ」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（運営の方針） 

第２条 要支援者等（要支援者及び事業対象者をいう。以下同じ。）の利用者が可能な限り 

そ の 居 宅 に お い て 、 要 支 援 状 態 等 の 維 持 若 し く は 改 善 を 図 り 、 又 は 要 介 護 状 態 と な る 

ことを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護を除く生活全般に 

わ た る 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ を 行 う こ と に よ り 、 利 用 者 の 心 身 機 能 の 維 持 回 復 を 図 り 、 

もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

２ 訪問型サービスＡを運営するにあたっては、地域との結びつきを重視し、四街道市、 

他 の 総 合 事 業 実 施 事 業 者 又 は 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 そ の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 及 び 

福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 

３ 訪問型サービスＡの運営にあたっては、四街道市が定める訪問型サービスＡの基準を 

遵守するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 訪問型サービスＡの事業所名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称  公益社団法人四街道市シルバー人材センター 

（２）所在地  四街道市和良比１８１番地３７ 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 訪問型サービスＡを実施するに当たり、次のとおり管理者等を置く。 

（１）管理者 １名 

管 理 者 は 、 訪 問 事 業 責 任 者 及 び サ ー ビ ス 従 事 者 （ 以 下 「 サ ー ビ ス 従 事 者 等 」 と 

いう。）の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

（２）訪問事業責任者 １名以上 

    訪 問 事 業 責 任 者 は 、 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 利 用 の 申 し 込 み に 係 る 調 整 、 サ ー ビ ス 

従事 者 に対 する 技 術指 導、 関 係会 議の 出 席、 個別 サ ービ ス計 画 の作 成等 を 行 う 。 

（３）サービス従事者 必要数 

    サービス従事者は、訪問型サービスＡの実施にあたる。 

 



（開設日及び開設時間） 

第５条 センターの訪問型サービスＡに係る開設日及び開設時間は、次のとおりとする。 

（ １ ）  開 設 日   月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で 。 た だ し 、 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 

２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」 

という。）、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く。 

（２） 開設時間 午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

 

（サービスの実施時間等） 

第６条 サービスの実施時間等は、月曜日から金曜日まで（祝日法による休日、年末年始 

（ １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら １ 月 ３ 日 ） を 除 く 。）、 午 前 ９ 時 ０ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 ０ ０ 分 ま で と 

する。ただし、要支援者等の利用者との協議等により別に定められた場合は、この限り 

ではない。 

 

（サービスの内容及び利用料等） 

第 ７ 条  訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ は 、 四 街 道 市 が 定 め る 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ に 係 る 基 準 の 定 め る 

 ところによるものとする。 

２ 訪問 型 サービス Ａ に係る利 用 料は 、「四 街道市介 護 予防・日 常 生活支援 総 合事業実 施 

 要綱」により算定した額とする。 

 

（サービスの実施事項） 

第８条 訪問型生活支援サービスＡの実施地域は、四街道市の区域とする。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第 ９ 条  サ ー ビ ス 従 事 者 等 は 、 利 用 者 の 病 状 の 急 変 等 に よ り 主 治 医 へ の 連 絡 等 の 必 要 が 

 生じた場合は、速やかに当該主治医への連絡等必要な措置を講ずるものとする。 

２ センターは、利用者が訪問型サービスＡを利用する際の緊急事態に対応できる体制を 

確 保 す る た め 緊 急 時 マ ニ ュ ア ル 等 を 整 備 し 、 サ ー ビ ス 実 施 者 等 に 周 知 徹 底 を 図 る と 

と も に 速 や か に 主 治 医 へ の 連 絡 等 を 行 え る よ う 緊 急 時 の 連 絡 方 法 を あ ら か じ め 定 め る 

ものとする。 

 

（衛生管理等） 

第 １ ０ 条  セ ン タ ー は 、 サ ー ビ ス 実 施 者 等 の 清 潔 の 保 持 及 び 健 康 状 態 に つ い て 、 必 要 な 

 管理を行う。 

２  セ ン タ ー は 、 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ に 係 る 設 備 及 び 備 品 等 に つ い て 、 衛 生 的 な 管 理 に 

努めるものとする。 

 

（苦情処理） 

第１１条 センターは、実施した訪問型サービスＡに係る利用者及びその家族からの苦情 

に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。 

 



２ センターは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。 

３ センターは、実施した訪問型サービスＡに係る利用者からの苦情に関して、四街道市 

が行う調査に協力するとともに、四街道市から指導又は助言を受けた場合においては、 

当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

 

（秘密保持等） 

第１２条 センターは、個人情報の保護に関する法律及び厚生労働省が策定した「医療・ 

介 護 関 係 事 業 者 に お け る 個 人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い の た め の ガ イ ド ラ イ ン 」 を 遵 守 し 、 

利用者の個人情報を適切に取り扱う。 

２ サービス従事者等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ センターは、関係会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、 

利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得て 

おくものとする。 

４ センターは、サービス従事者等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の 

秘 密 を 保 持 さ せ る た め 、 サ ー ビ ス 従 事 者 等 で な く な っ た 後 に お い て も こ れ ら の 秘 密 を 

保持すべき義務を講ずるものとする。 

 

（事故発生時の対応） 

第１３条 センターは、利用者に対する訪問型サービスＡの実施により事故が発生した場 

合は、四街道市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡 

を行うとともに、必要な措置を講じる。 

２ センターは、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。 

３  セ ン タ ー は 、 利 用 者 に 対 す る 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 実 施 に よ り 賠 償 す べ き 事 故 が 発 生 

 した場合は、損害賠償を速やかに行う。 

４ センターは、業務時間内における利用者の事故等に配慮し、損害賠償保険に加入する。 

 

（管理者等の報酬） 

第１４条 管理者等の報酬は、公益社団法人四街道市シルバー人材センター配分金規程に 

基づき配分金として、徴収した利用料から支給するものとする。 

２ センターは、管理者等に配分金のほか別に定める公益社団法人四街道市シルバー人材 

センター四街道市介護予防・日常生活支援総合事業に係る謝金等及び費用に関する規程 

に基づき、謝金等を支給することができるものとする。 

 

（その他運営について留意事項） 

第１５条 センターは、サービス従事者の質的向上を図るための研修の機会を設けるもの 

とし、また、業務体制を整備する。 

２ センターは、訪問型サービスＡの実施に関する記録を整備し、その完結の日から５年 

間保存する。 

 

 



（委 任） 

第１６条 この規程に定めるもののほか、訪問型サービスＡの運営に関し必要な事項は、 

会長が別に定める。 

 

（補 足） 

第１７条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

 

 

附 則 

 

この規程は、訪問型サービスＡに係る事業所指定を受けた日から施行する。 

 


